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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　アレルギー性鼻炎または喘息の予防または治療のための経口投与用の医薬製剤であって
：
　（ａ）レボセチリジンまたはその医薬的に許容される塩および有機酸を含む、第一粒子
部分；および
　（ｂ）モンテルカストまたはその医薬的に許容される塩を含む、第二粒子部分
を含む、医薬製剤。
【請求項２】
　１００部のレボセチリジンまたはその医薬的に許容される塩に基づいて、有機酸を４０
～１０００重量部の量で含む、請求項１記載の経口投与用の医薬製剤。
【請求項３】
　１００部のレボセチリジンまたはその医薬的に許容される塩に基づいて、有機酸を５０
～５００重量部の量で含む、請求項２記載の経口投与用の医薬製剤。
【請求項４】
　有機酸が、クエン酸、酒石酸、コハク酸、グルタミン酸、アスパラギン酸、シュウ酸、
リンゴ酸、酢酸、ソルビン酸、アスコルビン酸、アルギン酸、フマル酸、乳酸およびその
混合物からなる群より選択される、請求項１～３のいずれか１項に記載の経口投与用の医
薬製剤。
【請求項５】
　第一または第二粒子部分がミニ錠剤の形態である、請求項１～４のいずれか１項に記載
の経口投与用の医薬製剤。
【請求項６】
　カプセル製剤である、請求項１～５のいずれか１項に記載の経口投与用の医薬製剤。
【請求項７】
　カプセルがハードカプセルである、請求項６記載の経口投与用の医薬製剤。
【請求項８】
　カプセルが、ゼラチン、プルラン、ヒプロメロースおよびポリビニルアルコールからな
る群より選択される材料でできている、請求項７記載の経口投与用の医薬製剤。
【請求項９】
　第一および第二粒子部分が、カプセル中に、物理的に分離されて充填されている、請求
項１～８のいずれか１項に記載の経口投与用の医薬製剤。
【請求項１０】
　第一および第二粒子部分が、各々独立して、希釈剤、崩壊剤、結合剤、滑沢剤およびそ
の混合物からなる群より選択される医薬的に許容される添加剤をさらに含む、請求項１～
９のいずれか１項に記載の経口投与用の医薬製剤。
【請求項１１】
　ミニ錠剤がコーティング層をさらに含む、請求項５記載の経口投与用の医薬製剤。
【請求項１２】
　アレルギー性鼻炎が、鼻漏、鼻閉塞、鼻のかゆみ、くしゃみおよび眼のかゆみからなる
群より選択される、請求項１～１１のいずれか１項に記載の経口投与用の医薬製剤。
【請求項１３】
　（ｉ）レボセチリジンまたはその医薬的に許容される塩、医薬的に許容される添加剤お
よび有機酸を混合し、その混合物を打錠する工程（ここで、有機酸は、１００部のレボセ
チリジンまたはその医薬的に許容される塩に基づき、４０～１０００重量部の量で使用さ
れる）；
　（ｉｉ）モンテルカストまたはその医薬的に許容される塩および医薬的に許容される添
加剤を混合し、その混合物を打錠する工程；および
　（ｉｉｉ）工程（ｉ）で得られたレボセチリジン錠および工程（ｉｉ）で得られたモン
テルカスト錠をハードカプセルに充填する工程
を含む、カプセル製剤の調製方法。
【請求項１４】
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　工程（ｉ）または（ｉｉ）において調製された錠剤を被覆することをさらに含む、請求
項１３記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法で調製されるカプセル製剤。
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